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(57)【要約】
【課題】冷媒ジャケットに起因する結露が電装部品に付
着しないようにする。
【解決手段】パワー素子（33）とその他の電装部品（34
）とが配置されたプリント基板（31）を空気調和機（1
）の設置状態において縦向きに配置する。パワー素子（
33）と冷媒との熱交換を媒介する冷却機構（20,50）を
設けてパワー素子（33）を該冷媒よって冷却する。電装
部品（34）は、該空気調和機（1）の設置状態において
冷却機構（20,50）の直下となるプリント基板（31）上
の領域を避けて配置する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷媒が循環して蒸気圧縮式の冷凍サイクルを行う冷媒回路（10）と、第１及び第２の電
装部品（33,34）が配置されたプリント基板（31）と、該第１の電装部品（33）と該冷媒
との熱交換を媒介する冷却機構（20,50）とを備えて、該第１の電装部品（33）が該冷媒
によって冷却される空気調和機であって、
　前記プリント基板（31）は、該空気調和機の設置状態において縦向きに配置され、
　前記第２の電装部品（34）は、該空気調和機の設置状態において前記冷却機構（20,50
）の直下となる前記プリント基板（31）上の領域を避けて配置されていることを特徴とす
る空気調和機。
【請求項２】
　請求項１の空気調和機において、
　前記プリント基板（31）は、前記第１の電装部品（33）が配置された主基板（31c）と
該第１の電装部品（33）が配置されていない副基板（31a,31b,31d）とに分割されており
、
　前記副基板（31a,31b,31d）は、該空気調和機の設置状態において前記冷却機構（20,50
）の直下となる領域を避けて配置されていることを特徴とする空気調和機。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２の空気調和機において、
　前記第１の電装部品（33）は、該空気調和機の設置状態において前記プリント基板（31
）の下部となる領域に配置されていることを特徴とする空気調和機。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のうちの何れか１つの空気調和機において、
　前記プリント基板（31）とは別個の固定部材（40）上に配置された第３の電装部品（34
e）をさらに備え、
　前記第３の電装部品（34e）は、該空気調和機の設置状態において前記冷却機構（20,50
）の直下となる領域を避けて配置されていることを特徴とする空気調和機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷媒が循環して蒸気圧縮式の冷凍サイクルを行う空気調和機に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　冷媒が循環して蒸気圧縮式の冷凍サイクルを行う空気調和機では、圧縮機の電動機の運
転状態を制御するために、インバータ回路などの電気回路が搭載される。一般的にこのイ
ンバータ回路には高熱を生ずるパワー素子が用いられ、従来の空気調和機ではこのパワー
素子が動作可能な温度よりも高温にならないように、パワー素子を冷却する手段が設けら
れている。このような冷却手段の一例としては、冷凍サイクルに用いる冷媒によってパワ
ー素子を冷却するようにしたものがある（例えば特許文献１を参照）。特許文献１の空気
調和機では、冷凍サイクルに用いる冷媒が流れる冷媒通路をヒートシンク（冷媒通路が設
けられたヒートシンクを、以下では冷媒ジャケットと呼ぶことにする）に設け、このヒー
トシンクにパワー素子（同文献ではジャイアント・トランジスタ）を固定するとともに、
ヒートシンクを電装品箱に収めている。
【特許文献１】特開昭６２-６９０６６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、このように冷凍サイクルに用いる冷媒をパワー素子の冷却に使用すると
、該冷媒の温度によっては冷媒ジャケットが結露し、前記電気回路を構成する電装部品に
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その結露が付着する可能性がある。そして、結露が付着すると、電装部品の故障の原因に
なる。特に、前記電気回路をプリント基板上に配置して、このプリント基板を縦置き（空
気調和機の設置状態における縦）にすると、冷媒ジャケットの結露がプリント基板の電装
部品により付着しやすくなる。
【０００４】
　本発明は前記の問題に着目してなされたものであり、冷媒ジャケットに起因する結露が
電装部品に付着しないようにすることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　前記の課題を解決するため、第１の発明は、
　冷媒が循環して蒸気圧縮式の冷凍サイクルを行う冷媒回路（10）と、第１及び第２の電
装部品（33,34）が配置されたプリント基板（31）と、該第１の電装部品（33）と該冷媒
との熱交換を媒介する冷却機構（20,50）とを備えて、該第１の電装部品（33）が該冷媒
によって冷却される空気調和機であって、
　前記プリント基板（31）は、該空気調和機の設置状態において縦向きに配置され、
　前記第２の電装部品（34）は、該空気調和機の設置状態において前記冷却機構（20,50
）の直下となる前記プリント基板（31）上の領域を避けて配置されていることを特徴とす
る。
【０００６】
　これにより、冷媒回路（10）において冷媒が循環すると、該冷却機構（20,50）を介し
て第１の電装部品（33）が該冷媒によって冷却される。このときの冷媒の温度は、運転条
件や外気条件などによって異なるが、これらの条件によっては露点温度以下に下がる場合
もありえる。そして、その冷媒によって冷却機構（20,50）が露点温度以下になると、該
冷却機構（20,50）の表面が結露する可能性がある。そして、この結露は、一定以上の量
が溜まると、冷却機構（20,50）から落下する。この場合、本発明のプリント基板（31）
では、冷却機構（20,50）直下の領域を避けて第２の電装部品（34）が配置されているの
で、第２の電装部品（34）への結露の接触が阻止される。
【０００７】
　また、第２の発明は、
　第１の発明の空気調和機において、
　前記プリント基板（31）は、前記第１の電装部品（33）が配置された主基板（31c）と
該第１の電装部品（33）が配置されていない副基板（31a,31b,31d）とに分割されており
、
　前記副基板（31a,31b,31d）は、該空気調和機の設置状態において前記冷却機構（20,50
）の直下となる領域を避けて配置されていることを特徴とする。
【０００８】
　これにより、副基板（31a,31b,31d）が、該空気調和機の設置状態において前記冷却機
構（20,50）の直下となる領域を避けて配置されているので、冷却機構（20,50）上の結露
は、副基板（31a,31b,31d）上の第２の電装部品（34）に触れることなく落下する。
【０００９】
　また、第３の発明は、
　第１又は第２の発明の空気調和機において、
　前記第１の電装部品（33）は、該空気調和機の設置状態において前記プリント基板（31
）の下部となる領域に配置されていることを特徴とする。
【００１０】
　これにより、プリント基板（31）の下部となる領域に第１の電装部品（33）が配置され
るので、第２の電装部品（34）の配置を避けるべき領域を、第１の電装部品（33）よりも
下方に設けなくてよい。
【００１１】
　また、第４の発明は、
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　第１から第３の発明のうちの何れか１つの空気調和機において、
　前記プリント基板（31）とは別個の固定部材（40）上に配置された第３の電装部品（34
e）をさらに備え、
　前記第３の電装部品（34e）は、該空気調和機の設置状態において前記冷却機構（20,50
）の直下となる領域を避けて配置されていることを特徴とする。
【００１２】
　これにより、冷却機構（20,50）上の結露は、プリント基板（31）外に配置された第３
の電装部品（34e）に触れることなく落下する。すなわち、第３の電装部品（34e）への結
露の接触が阻止される。
【発明の効果】
【００１３】
　第１の発明によれば、第２の電装部品（34）への結露の接触が阻止されるので、その結
露による第２の電装部品（34）の故障を防止できる。
【００１４】
　また、第２の発明によれば、プリント基板（31）が複数に分割されている場合にも、第
２の電装部品（34）への結露の接触が阻止されて、その結露による第２の電装部品（34）
の故障を防止される。
【００１５】
　また、第３の発明によれば、第１の電装部品（33）よりも下方に第２の電装部品（34）
の配置を避ける領域を設けなくてよいので、プリント基板（31）の部品実装面をより有効
に使用することが可能になる。
【００１６】
　また、第４の発明によれば、プリント基板（31）外に配置された第３の電装部品（34e
）への結露への接触が阻止されるので、その結露による該第３の電装部品（34e）の故障
を防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の実施形態
は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あるいはその用途の範囲を制
限することを意図するものではない。また、以下の各実施形態の説明において、一度説明
した構成要素と同様の機能を有する構成要素については、同一の符号を付して説明を省略
する。
【００１８】
　《発明の実施形態１》
　図１は、本発明の実施形態に係る空気調和機（1）における冷媒回路（10）の配管系統
図である。この空気調和機（1）は、冷房運転と暖房運転とが可能な蒸気圧縮式冷凍サイ
クルを行う空気調和機である。
【００１９】
　〈空気調和機（1）の全体構成〉
　図１に示すように、空気調和機（1）は、室外に設置される室外機（100）と、室内に設
置される室内機（200）とを備えている。室外機（100）と室内機（200）とは、第１の接
続配管（11）及び第２の接続配管（12）を介して互いに接続され、冷媒が循環して蒸気圧
縮式の冷凍サイクルを行う冷媒回路（10）を構成している。
【００２０】
　〈室内機〉
　室内機（200）には、冷媒を室外空気と熱交換させるための室内熱交換器（210）が設け
られている。この室内熱交換器（210）には、例えばクロスフィン型のフィン・アンド・
チューブ熱交換器などを採用できる。また、室内熱交換器（210）の近傍には、室内ファ
ン（図示省略）が設置されている。
【００２１】
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　〈室外機〉
　室外機（100）には、圧縮機（13）、油分離器（14）、室外熱交換器（15）、室外ファ
ン（16）、膨張弁（17）、アキュムレータ（18）、四方切換弁（19）、冷媒ジャケット（
20）、及び電気回路（30）が設けられ、室外機ケーシング（60）に収められている。
【００２２】
　圧縮機（13）は、冷媒を吸入ポートから吸入して圧縮し、圧縮した冷媒を吐出ポートか
ら吐出する。この圧縮機（13）には、例えばスクロール圧縮機などの種々の圧縮機を採用
できる。
【００２３】
　油分離器（14）は、圧縮機（13）から吐出された潤滑油が混じった冷媒を、冷媒と潤滑
油とに分離して、冷媒は四方切換弁（19）に送り、潤滑油は圧縮機（13）に戻すようにな
っている。
【００２４】
　室外熱交換器（15）は、冷媒を室外空気と熱交換させるための空気熱交換器であり、例
えばクロスフィン型のフィン・アンド・チューブ熱交換器などを採用できる。室外熱交換
器（15）の近傍には、室外熱交換器（15）へ室外空気を送風する室外ファン（16）が設置
されている。
【００２５】
　膨張弁（17）は、室外熱交換器（15）と室内熱交換器（210）に接続され、流入した冷
媒を膨張させて、所定の圧力まで減圧させてから流出させる。膨張弁（17）は、例えば、
開度可変の電子膨張弁で構成できる。
【００２６】
　アキュムレータ（18）は、流入する冷媒を気液分離し、分離したガス冷媒を圧縮機（13
）に送る。
【００２７】
　四方切換弁（19）は、第１から第４の４つのポートが設けられ、第１ポートと第３ポー
トが連通すると同時に第２ポートと第４ポートが連通する第１状態（図１に実線で示す状
態）と、第１ポートと第４ポートが連通すると同時に第２ポートと第３ポートが連通する
第２状態（図１に破線で示す状態）とに切り換え可能となっている。この室外機（100）
では、第１ポートは油分離器（14）を介して圧縮機（13）の吐出ポートに、第２ポートは
アキュムレータ（18）を介して圧縮機（13）の吸入ポートにそれぞれ接続されている。ま
た、第３ポートは室外熱交換器（15）及び膨張弁（17）を介して第２の接続配管（12）に
、第４ポートは第１の接続配管（11）にそれぞれ接続されている。そして、室外機（100
）において冷房運転が行われる場合には第１状態に切り替えられ、暖房運転が行われる場
合には第２状態に切り替えられる。
【００２８】
　冷媒ジャケット（20）は、例えば、図２に示すように、アルミニウムなどの金属を扁平
な直方体状に形成したものであり、室外熱交換器（15）と膨張弁（17）とを接続する冷媒
配管（21）の一部を覆って、冷媒配管（21）と熱的に接続されている。詳しくは、この冷
媒ジャケット（20）には、図２に示すように冷媒配管（21）を嵌めこむ２つの貫通孔（20
a）が設けられ、冷媒配管（21）は、一方の貫通孔（20a）を通り抜けた後にＵ字状に折り
返して、もう一方の貫通孔（20a）を通り抜けている。これにより、冷媒ジャケット（20
）は、冷媒配管（21）を介して、該冷媒配管（21）内を流れる冷媒と熱交換を行うことが
できる。なお、冷媒ジャケット（20）においては、前記貫通孔（20a）の代わりに溝を構
成し、その溝に冷媒配管（21）を嵌め込むようにしてもよい。
【００２９】
　電気回路（30）は、圧縮機（13）の電動機の回転数などの制御を行う。この電気回路（
30）は、電装部品であるパワー素子（33）と、その他の電装部品（34）として整流用ダイ
オード（34a）、コンデンサ（34b）、種々の設定に使用するディップスイッチ（34c）、
空気調和機（1）の運転状態等を示すＬＥＤ（34d）、抵抗（例えばシャント抵抗）、コイ
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ル等を含んでいる。本実施形態では、パワー素子（33）が本発明の第１の電装部品に対応
し、その他の電装部品（34）が本発明の第２の電装部品に対応する。また、この例のパワ
ー素子（33）は、圧縮機（13）の電動機に電力を供給するインバータ回路のスイッチング
素子である。そのため、このパワー素子（33）は、圧縮機（13）の運転時には発熱する。
【００３０】
　このパワー素子（33）やその他の電装部品（34）は、主にプリント基板（31）上に配置
されている。図３は、実施形態１に係るプリント基板（31）における、パワー素子（33）
、その他の電装部品（34）の配置を示す図である。この例では、プリント基板（31）の一
方の面にパワー素子（33）が配置され、他方の面に電装部品（34）が配置されている。よ
り具体的には、図３におけるプリント基板（31）の下方にパワー素子（33）が配置されて
いる。また、図３におけるパワー素子（33）よりも上方には、該パワー素子（33）の実装
面側に、ディップスイッチ（34c）とＬＥＤ（34d）とが配置され、該パワー素子（33）の
実装面とは反対面に、コンデンサ（34b）、整流用ダイオード（34a）等が配置されている
。そして、このプリント基板（31）は、図３に示すように、箱状部材である電装品箱（40
）内にスペーサ（32）によって固定されている。このようにプリント基板（31）を箱状部
材に収納するのは、例えば防塵や防水の目的からである。
【００３１】
　この電装品箱（40）は、一つの面が開口した扁平な箱状に形成された箱本体（41）と、
該箱本体（41）に対して着脱可能な蓋（42）によって構成されている。この蓋（42）を箱
本体（41）から外せば、プリント基板（31）を箱本体（41）から出し入れできる。
【００３２】
　この電装品箱（40）内では、プリント基板（31）は、パワー素子（33）が実装された面
が、該電装品箱（40）の底面（前記開口が対向した面）に向けられている。なお、電気回
路（30）を構成する電装部品（34）のなかには、電装品箱（40）を固定部材として配置さ
れているものもある。例えば本実施形態の電気回路（30）はリアクトル（34e）を備えて
おり、このリアクトル（34e）は、図３に示すように、電装品箱（40）の箱本体（41）に
固定されている。このリアクトル（34e）は本発明の第３の電装部品に対応している。
【００３３】
　この電装品箱（40）は、プリント基板（31）がパワー素子（33）を下方とした縦向きに
なるように、前記室外機ケーシング（60）内に収容される。この室外機ケーシング（60）
は、該電装品箱（40）に対向する位置で外板（61）が着脱可能に構成されており、該外板
（61）を取り外すことで、プリント基板（31）上の前記ディップスイッチ（34c）の操作
やＬＥＤ（34d）の状態確認が行えるようになっている。
【００３４】
　前記パワー素子（33）は、既述の通り、圧縮機（13）の運転時には発熱するので、運転
時にはこのパワー素子（33）を冷却しておかないと、該パワー素子（33）が動作可能な温
度（例えば９０℃）を超える可能性がある。そこで、空気調和機（1）では、前記冷媒ジ
ャケット（20）と、後述の伝熱板（50）とによって冷却機構を構成し、冷媒配管（21）を
流通する冷媒によってパワー素子（33）を冷却するようになっている。
【００３５】
　詳しくは、箱本体（41）の底面に貫通孔（41a）が設けられ、この貫通孔（41a）には、
板状に形成された伝熱板（50）が該貫通孔（41a）を覆うように、取り付けネジ（図示省
略）によって固定されている。この伝熱板（50）は、アルミニウムなどの比較的熱抵抗が
小さい材料で構成されている。
【００３６】
　そして、伝熱板（50）に対しては、電装品箱（40）の外側からは冷媒ジャケット（20）
が取り付けネジ（図示省略）で固定され、電装品箱（40）の内側からはパワー素子（33）
が取り付けネジ（図示省略）で固定されている。なお、パワー素子（33）と伝熱板（50）
との接触面や、冷媒ジャケット（20）と伝熱板（50）との接触面には、熱伝導性グリスを
塗布しておくのが好ましい。
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【００３７】
　このようにパワー素子（33）が伝熱板（50）に取り付けられることで、該パワー素子（
33）の熱は、伝熱板（50）を介して冷媒ジャケット（20）に伝導する。そして、冷媒ジャ
ケット（20）は、冷媒配管（21）を流通する冷媒にその熱を放熱する。つまり、この冷媒
ジャケット（20）と伝熱板（50）とは、冷媒とパワー素子（33）との熱交換を媒介する。
すなわち、冷媒ジャケット（20）と伝熱板（50）の両者で、本発明の冷却機構を構成して
いる。
【００３８】
　この冷却機構の直下（すなわち冷媒ジャケット（20）及び伝熱板（50）の直下）となる
プリント基板（31）上の領域には、図３からわかるように、前記電装部品（34）の配置を
避けている。電装部品（34）の配置を避けるべき領域をより具体的に示したのが図４であ
る。この図４は、プリント基板（31）を平面視した図であり、同図に斜線で示した領域（
A）には電装部品（34）の配置を避けている。なお、電装品箱（40）に固定されたリアク
トル（34e）も、冷媒ジャケット（20）及び伝熱板（50）の直下となる領域（図３におい
て斜線で示した領域（B））を避けて配置されている。この例では、リアクトル（34e）は
伝熱板（50）よりも上方に配置されている。
【００３９】
　《空気調和機（1）の運転動作》
　次に空気調和機（1）の運転動作を説明する。空気調和機（1）は、四方切換弁（19）を
第１状態又は第２状態に切り替えることによって、冷房運転と暖房運転とを行う。
【００４０】
　〈冷房運転〉
　冷房運転時には、四方切換弁（19）は第１状態（図１に実線で示す状態）に切り替えら
れる。そして、圧縮機（13）が運転状態にされると、冷媒は図１の実線矢印で示す方向に
冷媒回路（10）内を循環する。
【００４１】
　圧縮機（13）から吐出された冷媒は、油分離器（14）、四方切換弁（19）を介して室外
熱交換器（15）に流入し、室外熱交換器（15）では、室外ファン（16）によって取り込ま
れた室外空気に放熱して凝縮する。凝縮した冷媒は、冷媒ジャケット（20）を通過した後
、膨張弁（17）で膨張し、第２の接続配管（12）を介して室内機（200）に流入する。
【００４２】
　室内機（200）では、冷媒は室内熱交換器（210）に導入され、室内熱交換器（210）に
おいて室内空気から吸熱して蒸発する。これにより、室内空気は冷却され冷房が行われる
。その後、蒸発した冷媒は四方切換弁（19）とアキュムレータ（18）とを介して圧縮機（
13）に吸入されて圧縮される。
【００４３】
　〈暖房運転〉
　一方、暖房運転時には四方切換弁（19）は第２状態（図１に破線で示す状態）に切り替
えられる。そして、圧縮機（13）が運転状態にされると、冷媒は図１の破線矢印で示す方
向に冷媒回路（10）内を循環する。
【００４４】
　圧縮機（13）から吐出された冷媒は、油分離器（14）、四方切換弁（19）、さらには第
１の接続配管（11）を介して室内機（200）に流入する。室内機（200）では、冷媒は室内
熱交換器（210）に導入され、室内熱交換器（210）において室内空気に放熱して凝縮する
。これにより、室内空気は加熱され暖房が行われる。その後、凝縮した冷媒は、第２の接
続配管（12）を介して室外機（100）に導入される。
【００４５】
　室外機（100）では、冷媒が膨張弁（17）で膨張し、冷媒ジャケット（20）を介して室
外熱交換器（15）に流入する。室外熱交換器（15）では、冷媒は、室外ファン（16）によ
って取り込まれた室外空気から吸熱して蒸発する。蒸発した冷媒は、四方切換弁（19）と
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アキュムレータ（18）とを介して圧縮機（13）に吸入されて圧縮される。
【００４６】
　〈パワー素子（33）の冷却〉
　前記のように空気調和機（1）では、冷房運転時には室外熱交換器（15）で凝縮し、パ
ワー素子（33）の温度よりも低温の冷媒が冷媒配管（21）に流れる。また、暖房運転時に
は、室内熱交換器（210）で凝縮し、パワー素子（33）の温度よりも低温の冷媒が冷媒配
管（21）に流れる。そのため、冷房運転時及び暖房運転時には、パワー素子（33）で生じ
た熱は、伝熱板（50）を介して冷媒ジャケット（20）に伝熱し、冷媒ジャケット（20）は
、冷媒配管（21）内の冷媒にその熱を放熱する。これにより、パワー素子（33）は、動作
可能な温度に維持されることになる。
【００４７】
　この場合、冷媒配管（21）を流れる冷媒の温度は、運転条件や外気条件などによって異
なるが、これらの条件によっては露点温度以下に下がる場合もありえる。そして、冷媒ジ
ャケット（20）が露点温度以下になると、該冷媒ジャケット（20）によって冷却された伝
熱板（50）の表面が結露する可能性がある。この結露は、一定以上の量が溜まると、伝熱
板（50）から落下する。
【００４８】
　この場合、本実施形態のプリント基板（31）では、冷媒ジャケット（20）直下の領域（
A）（図４参照）を避けてその他の電装部品（34）が配置されているので、これらの電装
部品（34）へのその結露の接触が阻止される。同様に、電装品箱（40）に固定されたリア
クトル（34e）も、冷媒ジャケット（20）直下の領域（B）（図３参照）を避けて配置され
ているので、やはりその結露に触れることがない。
【００４９】
　つまり、本実施形態によれば、パワー素子（33）を冷媒によって冷却する際に冷却機構
に結露が生じたとしても、電気回路（30）を構成するそれぞれの電装部品（34）への結露
の接触が阻止され、その結果、その結露による電装部品（34）の故障が防止される。
【００５０】
　《実施形態１の変形例》
　図５は、実施形態１の変形例に係るプリント基板（31）を平面視した図である。同図に
は、冷媒ジャケット（20）、伝熱板（50）、及びプリント基板（31）の位置関係を示して
いる。この例では、空気調和機（1）の設置状態においてプリント基板（31）の下部とな
る領域にパワー素子（33）が配置され、このパワー素子（33）に対しても、実施形態１と
同様に、伝熱板（50）が接続されている。
【００５１】
　また、この例でも、整流用ダイオード（34a）、コンデンサ（34b）、抵抗（例えばシャ
ント抵抗）、コイル等の電装部品（34）は、空気調和機（1）の設置状態において冷却機
構の直下となるプリント基板（31）上の領域を避けて配置されている。具体的には、電装
部品（34）は、図５に斜線で示した領域（C）に配置される。このように、パワー素子（3
3）をプリント基板（31）の下部となる領域に配置することで、パワー素子（33）よりも
下方には、電装部品（34）の配置を避けるべき領域を設けなくてよい。すなわち、本変形
例では、プリント基板（31）の部品実装面をより有効に使用することが可能になる。
【００５２】
　《発明の実施形態２》
　図６は、本発明の実施形態２に係るプリント基板（31）を示す図である。本実施形態の
プリント基板（31）は、パワー素子（33）が配置された基板と、パワー素子（33）が配置
されていない基板とに分割されている。より具体的には、本実施形態のプリント基板（31
）は、制御基板（31a）、ノイズフィルタ基板（31b）、及びパワー基板（31c）に分割さ
れている。
【００５３】
　制御基板（31a）には、例えば、種々の設定に使用するディップスイッチ（34c）や空気
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調和機（1）の運転状態などを示すＬＥＤ（34d）が配置され、パワー素子（33）は配置さ
れていない。また、ノイズフィルタ基板（31b）には、コンデンサ（34b）やコイル（図６
には表れていない）が配置され、ＬＣフィルタを構成している。そして、このノイズフィ
ルタ基板（31b）にもパワー素子（33）は配置されていない。
【００５４】
　また、パワー基板（31c）には、一方の面にパワー素子（33）が配置され、他方の面に
例えば整流用ダイオード（34a）、シャント抵抗（図６には表れていない）などの電装部
品（34）が配置されている。この例では、パワー素子（33）は、前記実施形態１の変形例
のように、パワー基板（31c）の下部となる領域に配置されている。このパワー素子（33
）に対しても、実施形態１と同様に、伝熱板（50）が取り付けられる。そのため、このパ
ワー基板（31c）でも、電装部品（34）は冷却機構の直下となる領域を避けて配置されて
いる。図７は、これらの基板（31a,31b,31c）を平面視した図であり、それぞれの基板（3
1a,31b,31c）の位置関係と、パワー基板（31c）において電装部品（34）を配置しえる領
域を示している。パワー基板（31c）においては、それぞれの電装部品（34）は、図７に
斜線で示した領域（D）に配置される。なお、このパワー基板（31c）は、本発明の主基板
に対応し、制御基板（31a）、及びノイズフィルタ基板（31b）は、本発明の副基板に対応
する。
【００５５】
　これらの基板（31a,31b,31c）は何れも、電装品箱（40）内に収容されて、スペーサ（3
2）によって該電装品箱（40）の底面に固定されている。この電装品箱（40）も、室外機
（100）の設置状態において、これらの基板（31a,31b,31c）が縦向きになるように室外機
ケーシング（60）内に収容される。この場合、制御基板（31a）及びノイズフィルタ基板
（31b）は、室外機（100）の設置状態において、冷媒ジャケット（20）及び伝熱板（50）
（すなわち冷却機構）の直下となる領域を避けて電装品箱（40）内に配置されている。具
体的に本実施形態では、これらの基板（31a,31b,31c）は、上から、制御基板（31a）、ノ
イズフィルタ基板（31b）、パワー基板（31c）の順で縦一列に配置されている。
【００５６】
　本実施形態でも、冷媒ジャケット（20）が露点温度以下になると、該冷媒ジャケット（
20）によって冷却された伝熱板（50）の表面が結露する可能性がある。そして、この結露
は、一定以上の量が溜まると、伝熱板（50）から落下する。
【００５７】
　しかしながら、本実施形態では、冷却機構の直下の領域を避けて、制御基板（31a）や
ノイズフィルタ基板（31b）が配置されているので、制御基板（31a）上やノイズフィルタ
基板（31b）上の電装部品（34）がこの結露に触れることはない。また、パワー基板（31c
）でも、電装部品（34）は冷却機構の直下となる領域を避けて配置されているので、該パ
ワー基板（31c）上の電装部品（34）への結露の接触が阻止される。すなわち、結露によ
るパワー基板（31c）上の電装部品（34）の故障が防止される。
【００５８】
　《実施形態２の変形例》
　なお、分割したそれぞれの基板（31a,31b,31c）の配置は、前記の例には限定されない
。例えば、図８は、分割された基板（31a,31b,31c）の他の配置例を示す図である。この
例では、これらの基板（31a,31b,31c）は、室外機（100）の設置状態において、横方向に
並べられている。より詳しくは、図８の左から制御基板（31a）、パワー基板（31c）、ノ
イズフィルタ基板（31b）の順で配置されている。勿論、各基板（31a,31b,31c）を横方向
に並べるのであるから、この並び順は変更しても、結露が電装部品（34）に付着すること
はない。例えばパワー基板（31c）を左端や右端に配置することも可能である。
【００５９】
　そして、このように配置された基板（31a,31b,31c）においてもやはり、電装部品（34
）への結露の接触が阻止され、その結果、その結露による電装部品（34）の故障が防止さ
れる。
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【００６０】
　また、基板の分割形態も前記の例には限定されない。例えば、図９に示すように、電気
回路（30）を構成する基板を２つの基板に分割してもよい。この例では、パワー基板（31
c）と、制御・フィルタ基板（31d）とに分割している。
【００６１】
　パワー基板（31c）は、従前の例と同様にパワー素子（33）が配置された基板である。
また、制御・フィルタ基板（31d）は、平面視でＬ字型に形成され、種々の設定に使用す
るディップスイッチ（34c）や空気調和機（1）の運転状態などを示すＬＥＤ（34d）、Ｌ
Ｃフィルタを構成するコンデンサ（34b）やコイル等が配置され、パワー素子（33）は配
置されていない。勿論、図９に示した制御・フィルタ基板（31d）の形状は、一例であり
、長方形や正方形など種々の形状に形成できる。
【００６２】
　このように分割された基板（31c,31d）においてもやはり、各基板（31c,31d）上の電装
部品（34）への結露の接触が阻止され、その結果、その結露による該電装部品（34）の故
障が防止される。
【００６３】
　《その他の実施形態》
　なお、前記の各実施形態や変形例では冷媒ジャケット（20）とパワー素子（33）との間
に伝熱板（50）が設けられていたが、この伝熱板（50）は必須ではない。すなわち、冷媒
ジャケット（20）とパワー素子（33）とを直接接続してもよい。この場合は、冷媒ジャケ
ット（20）が本発明の冷却機構に対応する。
【００６４】
　また、前記の各例では冷却を要する電装部品としてパワー素子（33）を例示したが、そ
の他にも例えば、整流用ダイオード（34a）、リアクトル（34e）、抵抗（例えばシャント
抵抗）などの冷却が考えられる。
【産業上の利用可能性】
【００６５】
　本発明は、冷媒が循環して蒸気圧縮式の冷凍サイクルを行う空気調和機として有用であ
る。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明の実施形態に係る空気調和機（1）における冷媒回路（10）の配管系統図
である。
【図２】冷媒ジャケット（20）の平面図である。
【図３】実施形態１に係るプリント基板（31）における、パワー素子（33）、電装部品（
34）の配置を示す図である。
【図４】プリント基板（31）を平面視した図であり、冷媒ジャケット（20）、伝熱板（50
）、及びプリント基板（31）の位置関係を示している。
【図５】実施形態１の変形例に係るプリント基板（31）を平面視した図であり、冷媒ジャ
ケット（20）、伝熱板（50）、及びプリント基板（31）の位置関係を示している。
【図６】本発明の実施形態２に係るプリント基板（31）を示す図である。
【図７】基板（31a,31b,31c）を平面視した図であり、パワー基板（31c）において電装部
品（34）を配置しえる領域を示す図である。
【図８】分割した基板（31a,31b,31c）の他の配置例を示す図である。
【図９】プリント基板（31）の他の分割例を示す図である。
【符号の説明】
【００６７】
　　１　　　空気調和機
　１０　　　冷媒回路
　２０　　　冷媒ジャケット
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　３１　　　プリント基板
　３１ａ　　制御基板（副基板）
　３１ｂ　　ノイズフィルタ基板（副基板）
　３１ｃ　　パワー基板（主基板）
　３１ｄ　　制御・フィルタ基板（副基板）
　３３　　　パワー素子（第１の電装部品）
　３４　　　電装部品（第２の電装部品）
　３４ｅ　　リアクトル（第３の電装部品）
　４０　　　電装品箱（固定部材）
　５０　　　伝熱板

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】

【図８】
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